
水道使用量節減装置賃貸借仕様書 

 

この仕様書は、岩手県立胆沢病院（以下「甲」という）と契約業者（以下「乙」という）が、

水道使用量節減装置（以下「装置」という）の賃貸借に関し、必要な事項を定めたものである。 

 

１ 賃貸借をする装置の種類及び設置場所等は、別紙「岩手県立胆沢病院節水装置取付箇所一

覧」のとおりとする。 

 

２ 装置の設置、撤去及び設置箇所の変更は、甲の指定する期日までに、甲の指示により実施

するものとする。この場合、費用は乙の負担とする。 

 

３ 乙は、賃貸借物件を甲の使用に供するにあたり、正常な状態で稼動し得るように、技術員

等を派遣して、点検及び調整を行うものとする。この場合、費用は乙の負担とする。 

 

４ 点検及び調整を行う場合は、事前に甲の了解を得て行うものとし、履行後はその都度、速

やかに甲に報告すること。また、技術員等を賃貸借物件の設置場所に立ち入らせる場合は、

必ず身分を明らかにできる証明書を携行させるものとし、風紀、安全、衛生等に十分配慮す

るものとする。 

 

５ 装置が故障した場合は、技術員等を派遣し、速やかに修理等を実施するものとする。 

 

６ 代金は１ヶ月ごとに支払うものとし、毎月の賃貸借物件の給付の確認（検査）を終了した

後、契約の相手から適法な請求書を受理した日から起算して 30 日以内の日とする。なお、単

月の賃貸借数量は、月の初日（月の初日が週休日若しくは祝日等の場合は、月の最初の平日）

に設置している数量を用いるものとし、毎月 15 日（週休日若しくは祝日等の場合は、明けて

最初の平日）までに甲が乙へ別紙「岩手県立胆沢病院節水装置取付箇所一覧」へ変動数量を

記載し報告することとする。 

 

７ 本仕様書の内容で疑義が生じた場合、又は、本仕様書に記載のない事項については誠意を

もって協議し解決するものとする。 

 


